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第３章 労働組合の資格審査の概況 

 
令和元年中に取り扱った行政執行法人関係の労働組合の資格審査の件数は、新規

係属０件である。 
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第４章 職員のうち労働組合法第２条第１号に規定する者の範

囲の認定及び告示 

 
令和元年において、行政執行法人の労働関係に関する法律第４条第２項の規定に

基づき労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲を認定し、告示した件数は、３

件である。 

 
１ 改正概要 

 (1) 独立行政法人統計センター 

平成 31 年１月１日及び４月１日の組織改編で、管理部門については、経営審議室

と管理部を統合し、「総務部」を新設、業務運営に関する特命事項を処理するため、

理事長の下に「経営審議役」を新設。また、事業部門については、「統計編成統括官」

を新設するなどし、職が新設・改廃され、組織改編を踏まえて労働組合法第２条第

１号に規定する者の範囲を見直したことを受けて、告示の表に必要な改正を行う旨、

８月７日の第 708 回審査委員会で決定し、８月 23 日、告示した。 

 

(2) 独立行政法人国立印刷局 

平成 31 年４月１日の組織改編で、経営企画室について、室内の業務を一体的・平

準的に行うため、国際業務グループを廃止し、「副企画官」を廃止し、「主任専門官」

に変更。「管理部」において管理課から情報総括部門を分離し、「情報システム管理

課」を新設。 

また、王子工場については、「材料課」を廃止し、「郵券課」及び「証券課」に移

管するなどし、職が新設・改廃され、組織改編を踏まえて労働組合法第２条第１号

に規定する者の範囲を見直したことを受けて、告示の表に必要な改正を行う旨、８

月７日の第 708 回審査委員会で決定し、８月 23 日、告示した。 

 
(3) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 

平成 31 年４月１日の組織改編で、登録農薬の再評価制度の導入を柱とする法改

正を受け、「農薬審査統括官」を新設。また、「試験施設審査課」及び「環境影響審

査課」を新設し、職が新設・改廃され、組織改編を踏まえて労働組合法第２条第１

号に規定する者の範囲を見直したことを受けて、告示の表に必要な改正を行う旨、

８月７日の第 708 回審査委員会で決定し、８月 23 日、告示した。 
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